
（別紙１）

（常務理事の指示により評価委員会を設置。

事務局（総務部）が委員長・委員を選任）

（実証手法、期間の確認、助言・指導等）

（中間結果報告に対する確認、助言・指導等）

現地視察、助言・指導も可

（評価結果まとめ、適合性評価書発行の判断）

現地視察、助言・指導も可

（事務局：起案書作成、承認取得）

（最終評価委員会終了後、１ヶ月程度）

造水技術に関する技術評価制度運用手順

（総務部）

申請却下

評価申請書の提出

助言・指導
審議

申請受理 / 技術レベルの判断

常務理事の指名者で構成される技術審査会の設置

適合性評価書更新

（評価書の有効期限は5年間）

受
付
審
査

委
員
会
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評
価

評
価
書
発
行

実用化レベル研究・開発レベル

実用化レベルでの

評価中止

評価委員会設置 評価委員会設置

第三回評価委員会

第二回評価委員会

第一回評価委員会

第三回評価委員会

第一回評価委員会

第二回評価委員会

（実用化レベルへの移行可否判断）

適合性評価書発行番号

の取得

適合性評価書（別紙5）発行

（
実
用
化
レ
ベ
ル
へ
の
移
行
）

研
究
・
開
発
レ
ベ
ル
に
お
け
る
評
価

※研究・開発レベルの評価で

は、実用化へ向けた実験手法

の確認、助言・指導等を行い

ながら、申請技術の実用化へ

の可能性を見極める。

委
員
会
設
置

研究･開発レベルの

技術評価書発行

（研究･開発レベルでの

評価結果のまとめ）

評価申請書（別紙2）の受付

研究･開発レベルの技術

評価書発行番号の取得


